
 

８
月
１
６
日
、
郵
政
グ
ル
ー

プ
各
社
は
本
部
に
対
し
て
、
８

項
目
に
わ
た
る
「
労
働
協
約
の 

一
部
改
正
に
つ
い
て
」
を
提
案

し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
ひ
と
つ

に
「
改
正
高
年
法
に
基
づ
く
高 

齢
再
雇
用
社
員
へ
の
採
用
等
制

度
の
見
直
し
」
が
あ
り
ま
す
。 

 

今
年
４
月
に
高
齢
者
雇
用
安

定
法
が
改
正
・
施
行
さ
れ
、
再

雇
用
に
お
け
る
「
選
考
制
限
」 

が
な
く
な
り
ま
し
た
。
郵
政
で

は
高
齢
再
雇
用
が
年
金
の
支
給

開
始
時
期
の
引
下
げ
に
伴
う
雇 

用
継
続
制
度
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
①
面
接
・
試
験
に
よ
る
評

価
、
②
健
常
者
で
あ
る
こ
と
、

③
直
近
２
年
間
の
人
事
評
価
結

果
と
い
う
３
点
の
選
考
基
準
を

設
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ

に
よ
り
、
毎
年
全
国
平
均
５
％

前
後
の
希
望
者
が
採
用
さ
れ
な

い
事
態
が
生
ま
れ
て
い
ま
し

た
。 

 

関
東
で
は
活
動
家
の
排
除
を

意
図
し
た
不
採
用
が
あ
り
、
ま

た
東
京
で
も
本
人
も
全
く
納
得

で
き
な
い
不
採
用
が
あ
り
、
現

在
裁
判
闘
争
が
闘
わ
れ
て
い
ま

す
。 

 

今
回
の
提
案
は
こ
れ
ら
を
改

め
、
定
年
退
職
で
再
雇
用
を
希

望
す
る
社
員
は
高
齢
者
再
雇
用 

社
員
と
し
て
原
則
、
全
員
採
用

す
る
と
い
う
も
の
で
す
。「
選
考

基
準
」
の
あ
っ
た
協
約
は
本
年

１
０
月
１
日
以
降
廃
止
と
な
り

ま
す
。 

 

昨
年
東
京
支
社
管
内
で
は
対

象
社
員
に
対
し
て
、
８
月
ま
で

に
周
知
が
さ
れ
、
１
０
月
下
旬 

に
支
社
で
「
選
考
試
験
」
が
実

施
さ
れ
ま
し
た
。
今
年
か
ら
は

こ
れ
ら
が
な
く
な
り
、
こ
れ
か 

ら
新
た
な
周
知
が
さ
れ
る
は
ず

で
す
。 

 

本
部
は
昨
年
提
出
し
て
い
る

改
正
高
年
法
に
つ
い
て
の
要
求

書
に
対
す
る
回
答
を
迫
り
つ

つ
、
さ
ら
な
る
改
善
を
求
め
て

い
き
ま
す
。
ま
た
、
全
く
一
方

的
な
不
利
益
を
被
っ
た
不
採
用

の
裁
判
、
労
働
委
員
会
の
闘
い

の
勝
利
を
勝
ち
取
っ
て
い
き
ま

す
。 


